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医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正法は 29 日の参院本会議で

可決、成立しました。 

以下は厚生労働省が発表している今後の医療保険制度改革です。項目よっ

て開始時期が違っているのと、共済組合の保険制度での適用時期にタイムラ

グがあるので、今後の実施開始時期に注意が必要です。 

 

 



 今回は、市販薬と成分や効能が似た「OTC 類似薬」を処方された患者に薬剤

費の 25％の追加負担を求める制度について解説します。 

公的医療保険の給付を抑え、現役世代の社会保険料の軽減につなげる狙

い。 

 厚労省は追加負担の対象として、解熱消炎鎮痛剤ロキソニン錠や花粉症治

療に用いるアレグラ錠などの 77 成分、約 1100 品目を想定しています。 

来年 3月の開始を目指しており、窓口負担が 3割の患者の場合、薬剤費の

自己負担額は現在の 1.6 倍に増えることになりそうです。 

政府は、医療費は約 900 億円削減でき、社会保険料は 1人当たり年約 400

円減ると試算しているようです。 

 

★OTC 類似薬の薬剤給付の見直しについて（厚生労働省） 

 保険を使って医療用医薬品の処方を受ける場合と保険を使わず OTC 医薬品

で対応する場合の公平性を踏まえ、日常的な医療に用いる、 OTC 医薬品でも

代替可能な医療用医薬品の保険給付の範囲を見直します。 

 


